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議
案
第
７
号

　
　
鳥
取
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
25
年
９
月
11
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
鳥
取
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

第
１
条
　
鳥
取
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
（
昭
和
37
年
鳥
取
県
条
例
第
40
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
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議
案
第
７
号

　
　
鳥
取
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
25
年
９
月
11
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
鳥
取
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

第
１
条
　
鳥
取
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
（
昭
和
37
年
鳥
取
県
条
例
第
40
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
目
的
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
22
6号
）
第
40
1条

の
２
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
取
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
（
以
下

「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

（
組
織
）

第
２
条
　
審
議
会
は
、
委
員
９
人
以
内
で
組
織
す
る
。

（
任
期
）

第
３
条
　
略

（
会
長
）

第
４
条
　
略

（
会
議
）

第
５
条
　
略

（
目
的
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
22
6号
）
第
40
1条

の
２
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
取
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
（
以
下

「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

（
任
期
）

第
２
条
　
略

（
会
長
）

第
３
条
　
略

（
会
議
）

第
４
条
　
略
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（
鳥
取
県
社
会
福
祉
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

第
２
条
　
鳥
取
県
社
会
福
祉
審
議
会
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県
条
例
第
８
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
運
営
の
細
目
）

第
６
条
　
略

（
運
営
の
細
目
）

第
５
条
　
略

（
趣
旨
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
26
年
法
律
第
45
号
）
第
７
条

か
ら
第
12
条
ま
で
並
び
に
社
会
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
33
年
政
令
第
18
5

号
）
第
２
条
及
び
第
３
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
鳥
取
県
社
会
福
祉
審

議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（
調
査
審
議
事
項
の
特
例
）

（
趣
旨
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
26
年
法
律
第
45
号
）
第
７
条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
鳥
取
県
社
会
福
祉
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」

と
い
う
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
審
議
事
項
の
特
例
）
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（
鳥
取
県
社
会
福
祉
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

第
２
条
　
鳥
取
県
社
会
福
祉
審
議
会
条
例
（
平
成
12
年
鳥
取
県
条
例
第
８
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
運
営
の
細
目
）

第
６
条
　
略

（
運
営
の
細
目
）

第
５
条
　
略

（
趣
旨
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
26
年
法
律
第
45
号
）
第
７
条

か
ら
第
12
条
ま
で
並
び
に
社
会
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
33
年
政
令
第
18
5

号
）
第
２
条
及
び
第
３
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
鳥
取
県
社
会
福
祉
審

議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（
調
査
審
議
事
項
の
特
例
）

（
趣
旨
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
26
年
法
律
第
45
号
）
第
７
条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
鳥
取
県
社
会
福
祉
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」

と
い
う
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
審
議
事
項
の
特
例
）

第
２
条
　
略

（
組
織
）

第
３
条
　
審
議
会
は
、
委
員
26
人
以
内
で
組
織
す
る
。

（
任
期
）

第
４
条
　
略

（
委
員
長
の
職
務
の
代
理
）

第
５
条
　
略

（
会
議
）

第
６
条
　
略

（
専
門
分
科
会
）

第
７
条
　
審
議
会
に
、
社
会
福
祉
法
第
12
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
同
法
第
11
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
民
生

委
員
審
査
専
門
分
科
会
、
心
身
障
が
い
福
祉
専
門
分
科
会
、
老
人
福
祉
専

門
分
科
会
及
び
児
童
福
祉
専
門
分
科
会
を
置
く
。

第
２
条
　
略

（
任
期
）

第
３
条
　
略

（
委
員
長
の
職
務
の
代
理
）

第
４
条
　
略

（
会
議
）

第
５
条
　
略

（
専
門
分
科
会
）

第
６
条
　
審
議
会
の
専
門
分
科
会
（
民
生
委
員
審
査
専
門
分
科
会
を
除

く
。
）
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
委
員
長
が
指
名
す
る
。
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（
鳥
取
県
介
護
保
険
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
）

第
３
条
　
鳥
取
県
介
護
保
険
審
査
会
条
例
（
平
成
11
年
鳥
取
県
条
例
第
19
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

２
　
各
専
門
分
科
会
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
委
員
長
が
指
名

す
る
。

３
　
各
専
門
分
科
会
に
専
門
分
科
会
長
を
置
き
、
そ
の
専
門
分
科
会
に
属
す

る
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
互
選
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

４
　
略

５
　
略

（
庶
務
）

第
８
条
　
略

（
雑
則
）

第
９
条
　
略

２
　
審
議
会
の
各
専
門
分
科
会
に
専
門
分
科
会
長
を
置
き
、
そ
の
専
門
分
科

会
に
属
す
る
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
互
選
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

３
　
略

４
　
略

（
庶
務
）

第
７
条
　
略

（
雑
則
）

第
８
条
　
略
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（
鳥
取
県
介
護
保
険
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
）

第
３
条
　
鳥
取
県
介
護
保
険
審
査
会
条
例
（
平
成
11
年
鳥
取
県
条
例
第
19
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

２
　
各
専
門
分
科
会
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
委
員
長
が
指
名

す
る
。

３
　
各
専
門
分
科
会
に
専
門
分
科
会
長
を
置
き
、
そ
の
専
門
分
科
会
に
属
す

る
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
互
選
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

４
　
略

５
　
略

（
庶
務
）

第
８
条
　
略

（
雑
則
）

第
９
条
　
略

２
　
審
議
会
の
各
専
門
分
科
会
に
専
門
分
科
会
長
を
置
き
、
そ
の
専
門
分
科

会
に
属
す
る
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
互
選
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

３
　
略

４
　
略

（
庶
務
）

第
７
条
　
略

（
雑
則
）

第
８
条
　
略

（
鳥
取
県
青
少
年
問
題
協
議
会
設
置
条
例
の
一
部
改
正
）

第
４
条
　
鳥
取
県
青
少
年
問
題
協
議
会
設
置
条
例
（
昭
和
28
年
鳥
取
県
条
例
第
46
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
委
員
の
定
数
）

第
２
条
　
審
査
会
の
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
定
数
は
、
９
人
と
す
る
。

２
　
介
護
保
険
法
第
18
9条
第
２
項
の
合
議
体
を
構
成
す
る
委
員
の
定
数

は
、
３
人
と
す
る
。

（
会
長
)

第
３
条
　
略

２
　
審
査
会
（
介
護
保
険
法
第
18
9条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
合
議
体
を
含

む
。
）
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

（
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
定
数
）

第
２
条
　
審
査
会
の
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
定
数
は
、
15
人
と
す
る
。

（
会
長
）

第
３
条
　
略

２
　
審
査
会
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

（
設
置
）

第
１
条
　
地
方
青
少
年
問
題
協
議
会
法
（
昭
和
28
年
法
律
第
83
号
。
以
下

（
設
置
）

第
１
条
　
地
方
青
少
年
問
題
協
議
会
法
（
昭
和
28
年
法
律
第
83
号
。
以
下
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「
法
」
と
い
う
。
）
第
１
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
取
県
青
少
年
問
題
協

議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
２
条
　
協
議
会
は
、
法
第
２
条
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

事
務
を
所
掌
す
る
。

　
(１
)　
鳥
取
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
55
年
鳥
取
県
条
例
第
34

号
）
第
11
条
の
２
第
４
項
、
第
14
条
及
び
第
14
条
の
２
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
、
知
事
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

　
(２
)　
鳥
取
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
第
11
条
の
２
第
５
項
の
規
定
に
よ

る
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

　
(３
)　
そ
の
他
鳥
取
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事

項
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

（
組
織
）

第
３
条
　
協
議
会
は
、
委
員
20
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２
　
委
員
は
、
青
少
年
問
題
に
関
す
る
学
識
経
験
が
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、

知
事
が
任
命
す
る
。

「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
に
規
定
す
る
事
務
及
び
条
例
の
規
定
に
よ
り

そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務
を
行
わ
せ
る
た
め
、
鳥
取
県
青
少
年
問

題
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

（
組
織
）

第
２
条
　
協
議
会
は
、
委
員
25
人
以
内
で
組
織
す
る
。
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「
法
」
と
い
う
。
）
第
１
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
取
県
青
少
年
問
題
協

議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
２
条
　
協
議
会
は
、
法
第
２
条
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

事
務
を
所
掌
す
る
。

　
(１
)　
鳥
取
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
55
年
鳥
取
県
条
例
第
34

号
）
第
11
条
の
２
第
４
項
、
第
14
条
及
び
第
14
条
の
２
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
、
知
事
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

　
(２
)　
鳥
取
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
第
11
条
の
２
第
５
項
の
規
定
に
よ

る
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

　
(３
)　
そ
の
他
鳥
取
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事

項
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

（
組
織
）

第
３
条
　
協
議
会
は
、
委
員
20
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２
　
委
員
は
、
青
少
年
問
題
に
関
す
る
学
識
経
験
が
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、

知
事
が
任
命
す
る
。

「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
に
規
定
す
る
事
務
及
び
条
例
の
規
定
に
よ
り

そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務
を
行
わ
せ
る
た
め
、
鳥
取
県
青
少
年
問

題
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

（
組
織
）

第
２
条
　
協
議
会
は
、
委
員
25
人
以
内
で
組
織
す
る
。

（
任
期
）

第
４
条
　
委
員
の
任
期
は
、
２
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
又
は
増
員
に
よ

り
任
命
さ
れ
た
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
又
は
現
任
者
の
残
任
期
間
と
す

る
。

２
　
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
会
長
）

第
５
条
　
協
議
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

２
　
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
協
議
会
を
代
表
す
る
。

３
　
略

（
専
門
委
員
）

第
６
条
　
略

２
　
専
門
委
員
は
、
専
門
事
項
に
関
す
る
学
識
経
験
が
あ
る
者
の
う
ち
か

ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

３
　
専
門
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
専
門
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終

了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
学
識
経
験
者
で
あ
る
委
員
）

第
３
条
　
学
識
経
験
が
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
た
委
員
の
任
期
は
、

２
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
又
は
増
員
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
委
員
の
任

期
は
、
前
任
者
又
は
現
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
　
前
項
の
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
会
長
）

第
４
条
　
会
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。

２
　
略

（
専
門
委
員
）

第
５
条
　
略

２
　
専
門
委
員
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
及
び
学
識
経
験
が
あ
る
も
の
の

う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
し
又
は
委
嘱
す
る
。
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（
会
議
）

第
７
条
　
協
議
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
し
、
会
長
が
議
長
と
な
る
。

２
　
協
議
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
す
る
専
門
委
員
の
半
数
以
上
が
出

席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
　
協
議
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
及
び
専
門
委
員
の
過
半
数
で
決

し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
部
会
）

第
８
条
　
協
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が

で
き
る
。

２
　
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
会
長
が
指
名
す
る
。

３
　
部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
会
長
が
指
名
す
る
委
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

４
　
部
会
長
は
、
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５
　
部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
部
会
に
属
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら
部

会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

６
　
前
条
の
規
定
は
、
部
会
の
会
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
第
１
項
中
「
会
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
部
会
長
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。
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（
会
議
）

第
７
条
　
協
議
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
し
、
会
長
が
議
長
と
な
る
。

２
　
協
議
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
す
る
専
門
委
員
の
半
数
以
上
が
出

席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
　
協
議
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
及
び
専
門
委
員
の
過
半
数
で
決

し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
部
会
）

第
８
条
　
協
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が

で
き
る
。

２
　
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
会
長
が
指
名
す
る
。

３
　
部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
会
長
が
指
名
す
る
委
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

４
　
部
会
長
は
、
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５
　
部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
部
会
に
属
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら
部

会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

６
　
前
条
の
規
定
は
、
部
会
の
会
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
第
１
項
中
「
会
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
部
会
長
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
鳥
取
県
麻
薬
中
毒
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
）

第
５
条
　
鳥
取
県
麻
薬
中
毒
審
査
会
条
例
（
昭
和
61
年
鳥
取
県
条
例
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
雑
則
）

第
９
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
協
議
会
が
定
め
る
。

（
委
任
）

第
６
条
　
こ
の
条
例
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め

る
。

（
趣
旨
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
28
年
法
律
第

14
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
58
条
の
13
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬

取
締
法
施
行
令
（
昭
和
28
年
政
令
第
57
号
）
第
13
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
鳥
取
県
麻
薬
中
毒
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
設
置
）
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（
鳥
取
県
交
通
安
全
対
策
会
議
条
例
の
一
部
改
正
）

第
６
条
　
鳥
取
県
交
通
安
全
対
策
会
議
条
例
（
昭
和
45
年
鳥
取
県
条
例
第
51
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

第
２
条
　
審
査
会
は
、
法
第
58
条
の
８
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
措
置

入
院
者
に
つ
き
入
院
を
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
、
置
く

も
の
と
す
る
。

（
組
織
）

第
３
条
　
審
査
会
は
、
委
員
５
人
以
内
で
組
織
す
る
。

　
鳥
取
県
麻
薬
中
毒
審
査
会
は
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
28
年

法
律
第
14
号
）
第
58
条
の
13
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
58
条
の
８

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
措
置
入
院
者
に
つ
き
入
院
を
継
続
す
る
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
、
置
く
も
の
と
す
る
。

（
趣
旨
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
交
通
安
全
対
策
基
本
法
（
昭
和
45
年
法
律
第
11
0

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
17
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
取

県
交
通
安
全
対
策
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営

（
目
的
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
交
通
安
全
対
策
基
本
法
（
昭
和
45
年
法
律
第
11
0

号
）
第
17
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
取
県
交
通
安
全
対
策
会
議

（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
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（
鳥
取
県
交
通
安
全
対
策
会
議
条
例
の
一
部
改
正
）

第
６
条
　
鳥
取
県
交
通
安
全
対
策
会
議
条
例
（
昭
和
45
年
鳥
取
県
条
例
第
51
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

第
２
条
　
審
査
会
は
、
法
第
58
条
の
８
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
措
置

入
院
者
に
つ
き
入
院
を
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
、
置
く

も
の
と
す
る
。

（
組
織
）

第
３
条
　
審
査
会
は
、
委
員
５
人
以
内
で
組
織
す
る
。

　
鳥
取
県
麻
薬
中
毒
審
査
会
は
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
28
年

法
律
第
14
号
）
第
58
条
の
13
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
58
条
の
８

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
措
置
入
院
者
に
つ
き
入
院
を
継
続
す
る
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
、
置
く
も
の
と
す
る
。

（
趣
旨
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
交
通
安
全
対
策
基
本
法
（
昭
和
45
年
法
律
第
11
0

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
17
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
取

県
交
通
安
全
対
策
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営

（
目
的
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
交
通
安
全
対
策
基
本
法
（
昭
和
45
年
法
律
第
11
0

号
）
第
17
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
取
県
交
通
安
全
対
策
会
議

（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を

（
鳥
取
県
土
地
利
用
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
）

第
７
条
　
鳥
取
県
土
地
利
用
審
査
会
条
例
（
昭
和
49
年
鳥
取
県
条
例
第
34
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
委
員
及
び
特
別
委
員
）

第
３
条
　
次
に
掲
げ
る
委
員
の
定
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
と
お
り
と
す

る
。

　
(１
)　
法
第
17
条
第
３
項
第
４
号
に
掲
げ
る
委
員
　
５
人
以
内

　
(２
)　
法
第
17
条
第
３
項
第
６
号
に
掲
げ
る
委
員
　
３
人

　
(３
)　
法
第
17
条
第
３
項
第
７
号
に
掲
げ
る
委
員
　
５
人
以
内

２
　
法
第
17
条
第
３
項
第
６
号
及
び
第
７
号
に
掲
げ
る
委
員
の
任
期
は
、
２

年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と

す
る
。

３
～
６
　
略

定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
委
員
及
び
特
別
委
員
）

第
３
条
　
部
内
の
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
さ
れ
る
委
員
並
び
に
市
町
村
長
及

び
消
防
機
関
の
長
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
る
委
員
の
定
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ

７
人
以
内
及
び
３
人
と
す
る
。

２
　
市
町
村
長
及
び
消
防
機
関
の
長
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
る
委
員
の
任
期

は
、
２
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任

期
間
と
す
る
。

３
～
６
　
略
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改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
目
的
）

第
１
条
　
略

（
組
織
）

第
２
条
　
審
査
会
は
、
委
員
７
人
で
組
織
す
る
。

（
委
員
の
任
期
）

第
３
条
　
略

（
会
長
）

第
４
条
　
略

（
会
議
）

第
５
条
　
略

（
雑
則
）

第
６
条
　
略

（
目
的
）

第
１
条
　
略

（
委
員
の
任
期
）

第
２
条
　
略

（
会
長
）

第
３
条
　
略

（
会
議
）

第
４
条
　
略

（
雑
則
）

第
５
条
　
略
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改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
目
的
）

第
１
条
　
略

（
組
織
）

第
２
条
　
審
査
会
は
、
委
員
７
人
で
組
織
す
る
。

（
委
員
の
任
期
）

第
３
条
　
略

（
会
長
）

第
４
条
　
略

（
会
議
）

第
５
条
　
略

（
雑
則
）

第
６
条
　
略

（
目
的
）

第
１
条
　
略

（
委
員
の
任
期
）

第
２
条
　
略

（
会
長
）

第
３
条
　
略

（
会
議
）

第
４
条
　
略

（
雑
則
）

第
５
条
　
略

（
鳥
取
県
社
会
教
育
委
員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
８
条
　
鳥
取
県
社
会
教
育
委
員
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
24
年
鳥
取
県
条
例
第
61
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
設
置
）

第
１
条
　
社
会
教
育
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
20
7号
）
第
15
条
第
１
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
鳥
取
県
社
会
教
育
委
員
（
以
下
「
委
員
」
と
い
う
。
）
を

置
く
。

（
委
嘱
の
基
準
）

第
２
条
　
委
員
は
、
学
校
教
育
及
び
社
会
教
育
の
関
係
者
、
家
庭
教
育
の
向

上
に
資
す
る
活
動
を
行
う
者
並
び
に
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
中
か
ら
委
嘱

す
る
。

（
定
数
）

第
１
条
　
社
会
教
育
法
第
15
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
取
県
社
会
教
育
委
員

（
以
下
「
委
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。



72

（
鳥
取
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正
）

第
９
条
　
鳥
取
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
条
例
（
平
成
19
年
鳥
取
県
条
例
第
13
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
３
条
　
略

（
任
期
）

第
４
条
　
委
員
の
任
期
は
、
２
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
委
員
の
任
期

は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
　
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
５
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
委
員
の
意
見
を
聴
い
て
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
。

第
２
条
　
略

第
３
条
　
委
員
の
任
期
は
２
年
と
す
る
。
但
し
補
欠
委
員
の
任
期
は
前
任
者

の
残
任
期
間
と
す
る
。

　
　
前
項
の
任
期
は
教
育
委
員
会
の
委
嘱
の
日
か
ら
起
算
す
る
。

第
４
条
　
教
育
委
員
会
は
、
委
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、

委
員
を
解
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
(１
)　
心
身
の
故
障
の
た
め
、
職
務
の
遂
行
に
支
障
が
あ
り
、
又
は
こ
れ

に
堪
え
な
い
場
合

　
(２
)　
前
号
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
そ
の
職
に
必
要
な
適
格
性
を
欠

く
場
合
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（
鳥
取
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正
）

第
９
条
　
鳥
取
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
条
例
（
平
成
19
年
鳥
取
県
条
例
第
13
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
３
条
　
略

（
任
期
）

第
４
条
　
委
員
の
任
期
は
、
２
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
委
員
の
任
期

は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
　
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
５
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
委
員
の
意
見
を
聴
い
て
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
。

第
２
条
　
略

第
３
条
　
委
員
の
任
期
は
２
年
と
す
る
。
但
し
補
欠
委
員
の
任
期
は
前
任
者

の
残
任
期
間
と
す
る
。

　
　
前
項
の
任
期
は
教
育
委
員
会
の
委
嘱
の
日
か
ら
起
算
す
る
。

第
４
条
　
教
育
委
員
会
は
、
委
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、

委
員
を
解
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
(１
)　
心
身
の
故
障
の
た
め
、
職
務
の
遂
行
に
支
障
が
あ
り
、
又
は
こ
れ

に
堪
え
な
い
場
合

　
(２
)　
前
号
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
そ
の
職
に
必
要
な
適
格
性
を
欠

く
場
合

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
２
条
及
び
第
５
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
趣
旨
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す

る
法
律
（
平
成
17
年
法
律
第
50
号
）
第
21
条
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

鳥
取
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
委
員

の
定
数
及
び
任
期
そ
の
他
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
数
等
）

第
２
条
　
略

２
　
委
員
の
任
期
は
、
１
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、

前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

３
・
４
　
略

（
趣
旨
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す

る
法
律
（
平
成
17
年
法
律
第
50
号
）
第
21
条
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

鳥
取
県
留
置
施
設
視
察
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
組
織

及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
数
等
）

第
２
条
　
略

２
　
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

３
・
４
　
略
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（
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
）

２
　
鳥
取
県
附
属
機
関
条
例
（
平
成
25
年
鳥
取
県
条
例
第
　
　
　
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
青
少
年
問
題
協
議

会

鳥
取
県
青
少
年
問
題
協
議
会
設
置
条
例

（
昭
和
28
年
鳥
取
県
条
例
第
46
号
）
第

２
条
に
規
定
す
る
事
項

　
略

名
称

調
査
審
議
す
る
事
項

　
略

鳥
取
県
青
少
年
問
題
協
議

会

鳥
取
県
青
少
年
問
題
協
議
会
設
置
条
例

（
昭
和
28
年
鳥
取
県
条
例
第
46
号
）
第

１
条
に
規
定
す
る
事
項

　
略


